
雇用保険の取得手続き 
 

雇用保険の取得手続きは、「雇用保険事務処理依頼書」「マイナンバー提供書」を提出していただきます。 

＝事務処理依頼書の記入方法＝ 

① ＜共通（必須項目）＞をすべて記入してください。 

② ＜取得時記入欄（入社時）＞をすべて記入してください。 

(ア) 入社年月日には、試用期間、研修期間も含めた雇用開始の初日（入社日）を 

 記載してください。 

(イ) 契約期間の定めが「有り」の場合、雇用契約書を添付してください。 

(ウ) 被保険者番号は、社会人経験がある場合にご記入ください。 

被保険者番号が不明な場合は、履歴書の写しを添付してください。 

③ 右下の事業所欄を記入してください。 

④ マイナンバー提供書と一緒に、当所指定の返信用封筒で郵送または、 

メール添付《roudou@sagamihara-cci.or.jp》、当所ホームページの専用フォームにて 

提出してください。 

※メール添付の場合、パスワードで保護してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雇用保険法上、取得の届出は翌月 10日までですので、商工会議所には 

翌月 7日までに届くようご提出をお願い致します。 

 ※外国人を雇用する場合、在留カード（表・裏）の写しをご提出ください。 

①  

②  

③  

mailto:roudou@sagamihara-cci.or.jp


＝マイナンバー提供書の記入方法＝ 

※事業主は、番号法および雇用保険法に基づき雇用保険手続きの際は、マイナンバーを届出ることが義務付

けられています。但し、本人（従業員）から提出を受けることが困難な場合は、提出不要です。 

 

① 事業所欄を記入してください。 

② 雇用保険被保険者の氏名・性別・生年月日・取得事由を記入してください。 

※取得事由は、入社の場合→取得 / 退社の場合→喪失 

③ マイナンバーを記入してください。 

④ 事務処理依頼書と一緒に、当所指定の返信用封筒で郵送または、 

メール添付《roudou@sagamihara-cci.or.jp》、当所ホームページの専用フォームにて 

提出してください。 

※メール添付の場合、パスワードで保護してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、資格取得後、半年を経過している場合は下記書類が別途必要です。併せてご送付ください。 

① 遅延理由書 

② これまでの出勤簿・賃金台帳の写し 

① 

② 

③ 
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